
鳥取市公共施設再配置推進委員会設置要綱 
 
（設置） 
第１条 鳥取市公共施設再配置基本計画に基づき、公共施設の再配置を推進するための具体の手法

を検討するため、鳥取市公共施設再配置推進委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 
 
（所掌事務） 
第２条 委員会は、次に掲げる事項について検討を行い、検討結果を市長に提言する。 
（１）公共サービスの維持向上を前提とした更新経費削減に向けた効果的な手法に関すること。 
（２）廃止施設の利活用や除却に関すること。 

（３）その他鳥取市が保有する公共施設の総量圧縮を実現するために必要なこと。 

 
（組織） 
第３条 委員会は、ファシリティマネジメント、地方公会計、建築、まちづくり等の専門的な知識

を有する専門家及び行政職員代表の７名以内をもって組織する。 
 
（任期） 
第４条 委員の任期は、委嘱の日から令和４年３月３１日までとする。 
 
（委員長及び副委員長） 
第５条 委員会に、委員長１名及び副委員長１名を置き、構成員の互選によって定める。 
２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 
３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。 
 
（会議） 
第６条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長が選任されていない場合は、市長が

招集する。 
２ 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 
３ 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところ

による。 
４ 委員長は、特に必要と認めた場合には、関係者に対して、資料の提出及び委員会への出席を求

めることができる。 
５ 委員長が必要と認める場合は、委員は、ビデオ会議その他これに類する方法で会議に出席する

ことができる。 
６ 委員会の委員に対し、会議１回につき５，０００円の報償費を支払うものとする。 
 
（会議の非公開） 
第７条 会議は、自由な発言を担保するため非公開とする。 
 
（守秘義務） 
第８条 委員は、その職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。 
 
（庶務） 
第９条 委員会の庶務は、総務部資産活用推進課において処理する。 
 
（補則） 
第１０条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。 
 
 付 則 
  この要綱は、令和３年６月８日から施行する。 
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